


大村湾カントリー倶楽部諸施設のご利用を通じて、健全な
ゴルフの普及向上に努めるとともに、友の会相互の親睦
を図る事を目的とします。

OCC友の会　規約

〒856-0002 長崎県大村市東野岳町1334番地
www.ohmurawan.co.jp

《オールドコース》 0957-55-7151
《ニューコース》 0957-55-3131

OCC友の会 　  募集要項

お申込

OCC友の会は下記の2種類があります。

【前期友の会】　有効期限…4月1日～3月31日の1年間
【後期友の会】　有効期限…9月1日～8月31日の1年間
※今回の募集は前期友の会です。

目的 OCC友の会申込み方法

1,000円（税込）
入会金

8,000円（税込）
年会費

2026年3月31日まで
有効期限

前期

入会申込書の記入は、
右記2次元コードからでもご入力頂けます。

方法

1
方法

2

フロントにて指定の入会申込書に必要事項をご
記入の上、入会金・年会費を添えてお申し込み
下さい。

※但し特典のお渡しにつきましては、
　ご来場時にフロントにて入会金・年
　会費をお支払い後となります。

1 大村湾カントリー倶楽部友の会（以下「本友の会」といいます）
本友の会入会者は、大村湾カントリー倶楽部（以下「当倶楽部」といいます）
において優待料金でプレーできるものとします。優待料金は申込者本人のみ
有効で、資格の譲渡はできません。

2 有効期限
2025年4月1日（入会日がそれ以前または以降の場合は入会日）から2026
年3月31日までとします。

3 入会申込み
・入会申込書に必要事項を記入の上、当倶楽部へご提出ください。
 または、当俱楽部のホームページより必要事項を入力の上送信して下さい。
・別途入会金及び年会費をいただきます。
・当倶楽部が定める基準に基づいて入会審査を行います。なお、入会を承
認されなかった場合の理由は一切開示いたしません。

・申込者は、本友の会への入会申込をもって本規約に同意したものとみなし
ます。

4 本友の会入会者は、当倶楽部における会員ではなく、優先的施設利用権等
の会員が持つ権利を一切有しません。

5 本友の会入会者は、本規約および当倶楽部が定める諸規則を遵守するもの
とします。

6 本友の会入会者が下記の事由の一つに該当した場合、本友の会の資格を
喪失します。なお、本友の会の資格を喪失した場合、支払い済みの入会金お
よび年会費の返還はできません。
・暴力団、暴力団員、暴力団関係企業またはその関係者（以下「暴力団等」
といいます）に所属すると認められたとき
・暴力団等の同伴または紹介を行ったとき

7 本友の会入会者が下記の事由の一つに該当した場合、当倶楽部は本友の
会の資格の取消し及び損害金として金1万円をお支払いいただきます。なお、
本友の会の資格を喪失した場合、支払い済みの年会費の返還はできません。
・他のプレーヤーに不快な思いをさせる行為や当倶楽部の業務執行に支
障をきたす行為を行ったとき

・本規約や当倶楽部が定める諸規約に反した場合
・偽名または他人名義で当倶楽部を利用した場合

8 お客様より申し込みに際して開示された個人情報は、以下のように取り扱い
ます。
・本友の会入会者の管理、申込処理およびその他の営業並びにマーケ
ティング活動目的に利用します。
・当倶楽部が定める個人情報保護方針に基づいて厳重に管理されます。
詳細につきましてはフロントにて掲示しております。
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OCC友の会について


